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外
務
省
人
事
に
係
る
各
種
報
道
の
真
偽
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
八
月
二
十
日
付
読
売
新
聞
朝
刊
一
面
に
、
「
駐
米
大
使
に
佐
々
江
次
官

駐
韓
大
使

別
所
審
議
官

政
府
内
定
」
と
の

見
出
し
の
記
事
（
以
下
、
「
読
売
記
事
」
と
す
る
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
読
売
記
事
」
に
よ
る
と
、
佐
々
江
賢
一
郎
外

務
事
務
次
官
が
藤
崎
一
郎
駐
米
大
使
の
、
別
所
浩
郎
外
務
審
議
官
が
武
藤
正
敏
駐
韓
大
使
の
そ
れ
ぞ
れ
後
任
と
な
り
、
ま
た
河

相
周
夫
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
佐
々
江
次
官
の
後
任
と
し
て
外
務
次
官
に
就
任
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問

す
る
。

一

「
読
売
記
事
」
の
内
容
は
事
実
か
。
前
文
で
触
れ
た
よ
う
な
人
事
が
外
務
省
で
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
事
実
か
。
ま
た
右

人
事
は
、
本
年
九
月
八
日
の
第
一
八
〇
回
通
常
国
会
が
閉
会
し
た
後
、
閣
議
で
正
式
決
定
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
事
実
か
。

二

「
読
売
記
事
」
が
事
実
な
ら
、
当
該
人
事
案
は
い
つ
外
務
人
事
審
議
会
に
か
け
ら
れ
、
そ
の
審
議
は
い
つ
終
了
し
た
の

か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

一
般
に
、
外
務
省
に
お
け
る
幹
部
人
事
は
、
正
式
な
決
定
が
な
さ
れ
る
前
に
閣
議
人
事
検
討
会
議
、
内
閣
官
房
長
官
並
び

に
副
長
官
ら
に
よ
り
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
る
も
の
と
承
知
す
る
が
、
「
読
売
記
事
」
が
事
実
な
ら
、
当
該
人
事
案
は
、
い
つ

一



右
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
読
売
記
事
」
が
事
実
な
ら
、
政
府
と
し
て
正
式
に
決
定
が
な
さ
れ
る
前
に
、
な
ぜ
当
該
人
事
案
が
報
道
機
関
に
漏
れ
る

の
か
。
政
府
部
内
の
誰
が
読
売
新
聞
社
に
対
し
て
リ
ー
ク
を
し
た
の
か
、
詳
細
を
説
明
さ
れ
た
い
。

五

一
九
九
三
年
十
月
か
ら
一
九
九
九
年
八
月
ま
で
外
務
省
要
人
外
国
訪
問
支
援
室
長
の
任
に
就
い
て
い
た
松
尾
克
俊
氏
に
よ

り
、
い
わ
ゆ
る
外
交
機
密
費
が
私
的
に
流
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
二
〇
〇
一
年
に
発
覚
し
た
。
当
時
の
田
中
�
紀
子
外
務

大
臣
に
よ
り
、
右
の
流
用
事
件
が
発
生
し
た
後
の
外
務
事
務
次
官
四
名
が
更
迭
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
そ
れ
を
受

け
、
二
〇
〇
二
年
七
月
、
後
任
の
川
口
順
子
外
務
大
臣
は
、
自
身
の
私
的
懇
談
会
で
あ
る
「
外
務
省
改
革
に
関
す
る
「
変
え

る
会
」
」
に
諮
問
し
た
と
こ
ろ
、
同
会
か
ら
は
様
々
な
改
革
案
が
出
さ
れ
、
特
に
外
務
事
務
次
官
経
験
者
を
大
使
に
任
用
し

な
い
と
い
う
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
右
に
つ
き
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

六

五
の
提
言
を
受
け
、
我
が
国
の
特
命
全
権
大
使
、
特
に
駐
米
国
日
本
国
大
使
に
、
外
務
事
務
次
官
経
験
者
が
充
て
ら
れ
た

事
例
は
な
い
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

七

「
読
売
記
事
」
が
事
実
な
ら
、
そ
れ
は
五
の
提
言
か
ら
続
い
て
き
た
慣
例
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
何

か
説
明
さ
れ
た
い
。

二



右
質
問
す
る
。

三


